
臨 時 閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和３年１０月４日（月）  ９：０４～９：２０     

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：菅 義 偉 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

武 田 良 太 国務大臣（総務大臣） 

上 川 陽 子 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

萩生田 光 一 国務大臣（文部科学大臣） 

田 村 憲 久 国務大臣（厚生労働大臣） 

野 上 浩太郎 国務大臣（農林水産大臣） 

梶 山 弘 志 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

赤 羽 一 嘉 国務大臣（国土交通大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

岸 信 夫 国務大臣（防衛大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（内閣官房長官） 

平 井 卓 也 国務大臣（デジタル大臣，内閣府特命担当大臣） 

平 沢 勝 栄 国務大臣（復興大臣） 

棚 橋 泰 文 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

坂 本 哲 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

西 村 康 稔 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

丸 川 珠 代 国務大臣（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣，内閣府特命担当大臣） 

井 上 信 治 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：坂 井 学 内閣官房副長官 

岡 田 直 樹 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      ２件 

○人事        ３件 

いずれも，案件表のとおり，決定となった。 
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議事内容： 

○加藤国務大臣：ただ今から，臨時閣議を開催いたします。

まず，臨時閣議案件について，岡田副長官から御説明申し上げます。 

○岡田内閣官房副長官：臨時閣議案件について,申し上げます。まず,「内閣総辞職」

について，御決定をお願いいたします。あわせて，本日付けをもって，この旨を国

会法第６４条の規定により衆・参両議院に通知することといたします。

次に，「内閣総辞職に当たっての内閣総理大臣談話」について，御決定をお願いい

たします。内閣総理大臣談話を朗読いたします。 

本日，菅内閣は総辞職いたします。 

昨年９月の内閣発足以来，「国民のために働く内閣」として，様々な改革を進め，

多くの課題に対処してきました。 

最優先の新型コロナとの戦いについては，国民の命と暮らしを守り抜くとの決意

の下，多くの皆様の御協力をいただきながら，「医療体制の構築」，「感染防止対策」，

「ワクチン接種」を懸命に進めてきました。 

中でも，ワクチンについては，世界的な獲得競争を経て，打ち手の確保や職域接

種の導入など，これまでの発想にとらわれることなく，全力で取り組んできました。

その結果，想定を上回るペースで接種が進み，今や，全人口の７割が１回接種し，

６割の方が２回の接種を終えました。このまま進めば，我が国は，世界でもワクチ

ン接種が最も進んだ国の一つになります。

ワクチン接種が急速に進む中で，新規感染者数は大きく減り，医療現場の状況も

改善していることから，緊急事態宣言等のすべてを，先月末をもって解除すること

ができました。そして，ウイルスへの高い警戒感を維持し，医療体制の強化やワク

チン接種をさらに進めながら，飲食などの制限を段階的に緩和していくこととしま

した。安心と賑わいのある日常に向けた大きな一歩を踏み出せたのではないかと思

います。 

今日まで大変な御尽力をいただいた医療・介護をはじめとする関係者の皆さん，

飲食などの事業者の方々，国民の皆様お一人お一人の御協力に心から感謝申し上げ

ます。 

また，「国民にとっての当たり前」を実現したいという思いで，長年の課題にも挑

んできました。 

２０５０年のカーボンニュートラル，デジタル庁の設置により新たな成長の原動

力は力強いスタートを切りました。携帯電話料金の引き下げは，すぐに実行され，

家計の負担が大きく軽減されました。最低賃金は，過去最高の上げ幅を実現し，９

３０円となりました。 

少子化対策は待ったなしの課題であり，不妊治療の保険適用に道筋をつけ，男性

の育児休業の促進や，４０年ぶりの３５人学級も実現することができました。また，
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孤独・孤立に苦しむ方に手を差し伸べたいとの思いで担当大臣を据え，困難にある

方々と行政の架け橋となるＮＰＯへの支援も拡充しました。 

避けては通れない課題にも責任をもって対応してきました。一定の所得がある高

齢者に医療費の２割負担をしていただく改革が実現し，アルプス処理水についても

安全性の確保と風評対策を前提に，海洋放出を判断しました。長年の懸案であった

重要土地等調査法や国民投票法も成立しました。 

内閣の重要な使命である東北の復興も進めました。４月の訪米の際にバイデン大

統領に直接要請し，先月，福島のお米や牛肉を含む日本産食品の輸入規制が，全面

的に撤廃されました。 

外交・安全保障の分野でも，基軸である日米同盟の更なる強化を図るとともに，

自由で開かれたインド太平洋構想の具体化に向け，同志国や地域との連携と協力を

深めることができました。 

そして，東京オリンピック・パラリンピックについては，開催国としての責任を

果たし，やり遂げることができました。選手の方々の素晴らしい活躍は，多くの人々

に感動をもたらし，世界中に夢や希望を与えてくれました。さらには，障がいのあ

る人もない人も，助け合って，ともに生きる，共生社会の実現に向け，「心のバリア

フリーの精神」を発信することができました。 

この１年間で，子供や若者，国民の皆様が安心と希望を持てる未来のために，道

筋を示すことができたのではないかと思っています。 

この内閣への国民の皆様の御支援，御協力に心よりお礼を申し上げます。どうか，

次なる内閣，新総理に対しても，皆様の御支援をお願いいたします。 

ありがとうございました。 

次に，準備のための人事案件について，申し上げます。まず，新内閣総理大臣を

任命することについて，内閣の助言と承認の御決定をお願いいたします。なお，内

閣総理大臣に任命される者の氏名は空欄とし，衆議院議長からの首班指名の奏上書

の送付を待って，書き入れることといたします。 

次に，内閣総辞職に伴い，内閣官房副長官等１７名を，お手元に配布しておりま

す資料のとおり，願いに依り免ずることにつきまして，御決定をお願いいたします。

なお，本件は，新内閣総理大臣が任命された時点又は後任者が任命された時点にお

いて，発令を行うものであります。 

〇加藤国務大臣：次に，私から緊急時の対応について申し上げます。菅内閣の総辞職

がただいま決定されましたが，地震等の緊急事態が発生した場合は，認証式が終了

し，新内閣が発足するまでの間は，現内閣で対応する必要がありますので，防災担

当大臣，総務大臣，外務大臣，厚生労働大臣，農林水産大臣，経済産業大臣，国土

交通大臣，環境大臣，防衛大臣等関係閣僚は，引き続き，緊急事態等に備え万全を

期すようお願いいたします。 
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なお，お手元に「公文花押集」をお回ししておりますので，現在使用中の花押を

御記入願います。 

これをもちまして，臨時閣議を終了いたします。 

  引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

御発言はございますか。 

 無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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  令和３年 

  10月４日 

◎一般案件

○内閣総辞職について（決定） （内閣官房）

   ○内閣総辞職に当たっての内閣総理大臣談話

（決定） （同上）

〔○署名あり ☆署名なし〕

（ 月 ）

資 料
な し
資 料
あ り

臨 時 閣 議 案 件

〔 別 添 〕
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                 令和３年 

                 10月４日 

 

◎人  事 

○内閣総理大臣を任命することについて（決定） 

○内閣官房副長官坂井  学外２名を願に依り免ずる   

ことについて（決定）  
〃  ○内閣法制局長官近藤正春外１３名を願に依り免ず  

ることについて（決定） 

 

 

〔○署名あり  ☆署名なし〕 

 

資 料  
あ り  

資 料  
な し  
 

準 備 の た め （ 月 ）  
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